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平成２５年労第２０８号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号。以下「労災保険法」という。）

による療養補償給付及び障害補償給付を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決

を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、昭和○年代から平成○年○月まで、鉄筋加工、トンネル掘削などの

騒音作業に従事したことにより、耳鳴、耳の聞こえが悪くなったとして、Ａ市所

在のＢ会社Ｃ支店が代表である「Ｙ幹線下水管工事」を騒音ばく露最終事業場と

して、平成○年○月○日付けのＤ耳鼻咽喉科の傷病名「両側耳鳴」の診断書を添

付し、監督署長に療養補償給付及び障害補償給付の請求をした。 

監督署長は、請求人が発症したとする聴力障害は業務上の事由によるものとは

認められないとして、これらを支給しない旨の処分をした。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却し

たので、請求人は、さらに、この決定を不服として、再審査請求に及んだもので

ある。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 
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本件の争点は、請求人に発症した聴力障害が業務上の事由によるものであると認

められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

Ｄ耳鼻咽喉科において、請求人に対して、４回のオージオグラム（平成○年○

月○日、同年○月○日、同年○月○日、同年○月○日、騒音作業従事離職後、初

回が約３年、後の３回が約３年８か月後）が実施されている。労働者災害補償保

険制度（以下「労災保険制度」という。）で定める聴力障害の認定においては、オ

ージオグラムが７日間隔で３回実施されている場合、２回目と３回目の測定値の

平均値をもって判定することとされているので、後の３回の測定はそれに基づき

決定し、以下に判定する。 

世界保健機構の難聴分類上の軽度難聴基準（２６～４０デシベル）と照合する

と、上記初回測定では、左耳１０００ヘルツ及び右耳４０００ヘルツ、同年○月

測定では左耳１０００ヘルツ及び両耳８０００ヘルツにおいて軽度難聴が認めら

れる。 

しかし、いずれの測定日においても、また両耳のいずれの音域においても、認

定基準である４０デシベル以上の聴力低下は認めない。 

請求人は、平成○年○月○日付けのＥクリニックＦ医師による診断書を提出し、

それによると、聴力レベルは右耳４５～５５デシベル、左耳５５～６５デシベル

で、神経性難聴と診断されており、平成○年における測定結果と比べ悪化を認め

ている。しかし、これは騒音ばく露業務離職後、約４年７か月後の診断結果であ

り、認定基準上、騒音性難聴は、騒音下の作業を離れるとほとんど増悪しない性

質を有しているとされていることを考慮すると、請求人における聴力障害の悪化

の原因が業務上であると認めることはできない。したがって、請求人の聴力障害

を業務上の事由によるものということは出来ない。 

また、請求人において、両耳の耳鳴があることは、自覚症状のみならずＤ耳鼻

咽喉科において施行されたピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査の
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結果から客観的に証明されているが、難聴に伴って生じた耳鳴ではないことから、

認定基準上、業務上の事由によるとすることは出来ない。 

３ 以上のとおりであるから、監督署長が請求人に対してした療養補償給付及び障

害補償給付を支給しない旨の処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はな

い。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 


